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巻　　頭　　言
明治学院大学社会学部付属研究所
相談・研究部門　主任　深谷　美枝

　小さなウイルスによって世界中がパニックに陥り、沢山の方が世界中で亡くなり、医療が崩壊に
向かい、経済が大きなダメージを受け、社会が麻痺し、地域がロックダウンされて多大な影響を受
けるという未曽有の事態を、私たちは今、経験しています。とりわけ、もともと社会的に機能不全
であったものはその弱さが露呈し、深刻な影響を受けています。
　社会学部付属研究所が主催する「社会福祉実践家のための臨床理論・技術研修会」（通称「アド
バンストコース」）は、本学卒業生を含むソーシャルワーカーが現場から大学に戻り、スキルアッ
プすることを目的として長年開催されて来ました。今回で34回を数えるに至っています。スーパー
ビジョン的な内容が多かったですし、近年では「国際化」「外国人問題」というテーマも据えられ
ていました。しかし、この未曽有の事態の中で、コロナ禍を看過して取り上げないでいることは難
しいと気づかされました。私たちは、歴史の転換点となるような事件の最中に立ち会わされている
のだと思います。
　今回講師をお願いした先生方は、深谷の実習クラスの実習担当の先生がお二人、大学の近隣地域
の高齢者支援の方がおひとりでした。特に中尾先生は実習の折に、療育センターが採らなければな
らなかった危機対応的な支援、また利用者と家族への影響などについても学生にお話下さっていま
したので、是非お願いしなければ、と思わされた次第です。
　それぞれの講演の概要など、お手になさった方に味わっていただければ幸いなのですが、どの分
野でも利用者自体の身体機能の低下がまず懸念されていましたし、家族機能が機能不全であった場
合にはほんとうに煮詰まった状態になり、虐待等の増加も予想されました。しかし、予想に反する
こともありました。それは在宅ワークの増加により、父親の育児への参加が増えて、障害児とのか
かわりが密になり、家族自体が強く結束したという報告でした。家族の底力というもの、ソーシャ
ルワーク的に言うならばストレングスというものを見せつけられた感がありました。また未曽有の
状況の中で、人的にきつい、つまりマンパワー不足の状況下、現場が危機に向かって一体となり、
あるいはウェブによる支援等が急速に整えられ工夫されたなど、現場の力を見せつけられた思いが
する、意外な報告もありました。
　今回のアドバンストコースのテーマは、歴史的な記録としての意義も強くあると思います。事件
に巻きまれている渦中で、何が現象として起きたのか、それにどう対応できたのかということを、
きちんと報告書の形で残しておくこと、そのことにも意味を感じているところです。
ウェブでのオンライン開催ははじめての試みなのですが、参加してくださった皆様の反応を伺う
と、対面と比べてのハンデも少なく、ブレイクアウト・セッションでの話し合いも深まっているよ
うでした。オンラインということでむしろ遠方の方は参加しやすかったのかとも思います。青森か
ら九州までの様々な分野の方がそれぞれコロナ禍の中での支援について情報交換して下さっていま
した。これも評価したい点です。
　末筆ながら、講師の先生方、参加者の皆様、そして企画立案から労を取って下さった先生方、実
際に一番力を使ってくださった研究所スタッフのみなさんに、心からお礼を申し上げたいと思います。
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１．第３４回研修会（２０２０年度）実施要項

（１）日 時 ２０２０年１１月２８日（土）

 第１部　講師による話題提供 １３：００～１４：３５

 第２部　グループワーク １４：４０～１６：００

（２）会 場 明治学院大学白金キャンパスを発信地とする

 ZOOMオンライン研修

（３）対 象 者 原則として、現在社会福祉の諸領域にて実践活動を

 行っておられる方

（４）参 加 費 無　料

（５）研修会テーマ 「コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題

 　　～いま、ソーシャルワーカーに求められる支援力～」

＜企画主旨＞

　２０２０年１月１６日に国内での新型コロナウイルス感染者が確認されて以降、その影響は
徐々に拡大し、３月には学校や公共施設の利用が制限・停止されることとなった。そして福祉関
係においてもその影響は免れず、感染防止を目的としてデイサービス等の通所事業が停止された
ほか、施設サービスにおいても外部利用者の受け入れの中止、面会制限、イベント等の活動縮小、
利用者に在宅での活動を依頼する等の事態に及んだ。新型コロナウイルスによる感染は９月現在
においてもその収束を見通すことができず、今後も拡大がつづく様相を呈している。
　こうした状況下において、対人支援の現場では、医療崩壊・介護崩壊の瀬戸際という報道がさ
れるなか、ソーシャルワーカーが対応すべき生活課題は顕在化しているといわれる。そこで、
２０２０年度「第３４回社会福祉実践家のための臨床理論・技術研修会」では、コロナ禍におけ
る福祉現場の対応について取り上げ、その実態を共有するとともに、今後の支援課題を明らかに
することを目的とする。これまでに経験したことのない「ウイルス感染」という社会状況におい
て、福祉の現場ではいかなる対応がしいられ、どのようなニーズが確認されたのだろうか。とり
わけ、施設機能が滞る中、利用者本人やその家族にはどのような影響があったのだろう。本大会
は、これらのことに焦点をあてながら、今ソーシャルワーカーに求められる支援力について検討
していく場としていきたいと考える。
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２．研修会内容

〔第１部〕

○講師による話題提供

話題提供１

「コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題

　　～緊急事態宣言下における児童発達支援センターの取り組みから～」

横浜市東部地域療育センター
通園課　園長　中　尾　健太郎

話題提供２

「コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題

　　　　　　　　　　　　　　　～相談支援現場における現状と課題～」

鶴見区基幹相談支援センター
　　　相談員　山　木　暢　彦

話題提供３

「コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題

　　　　　　　　　　　　　　　～高齢者の支援現場から見えること～」

高輪地区高齢者相談センター
　　　管理者　築　田　　　晴

〔第２部〕

○グループワーク
（１）５グループに分かれ、各福祉現場における実践の共有と意見交換

（２）グループごとの意見集約、発表

○全体まとめ

○アピールタイム



第34回社会福祉実践家のための臨床理論・技術研修会　第１部　話題提供１ ＜要旨＞

コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題
～緊急事態宣言下における児童発達支援センターの取り組みから～

横浜市東部地域療育センター

通園課　園長　中　尾　健太郎

１．東部地域療育センター通園課の概要

　東部地域療育センターの通園課は、発達
の遅れや偏り、身体などに障害のある３～
５歳の児童を対象に集団療育を提供して
います。概ね100名程度のお子さんが利用
しており、療育手帳でA1～B1相当の方、
肢体不自由児や医療的ケアの必要なお子
さんなどが主に利用されています（表１）。

２．コロナ禍の影響と状況把握

（１）「これから起きること」の想定

　2020年４月の新型コロナウィルス
感染症流行に対する緊急事態宣言に
よって、療育センターの通園は休園
を余儀なくされてしまいますが、こ
の宣言が出されたのは入園式の前日
のことであり、職員、保護者共に大
変混乱しました。そこで私たちは、

「今後、休園期間が長期化するといっ
たいどのようなことになるのだろう
か」という問いを立て、いくつかの
想定をしました。（表２）。
　一つ目は、こどもの視点（発達支援）から予想をたてました。自閉スペクトラム症（ASD）
のお子さんはこうしたイレギュラーな事態に混乱するのではないか、過ごしの場がもてなくて大
変になるのではないか、肢体不自由のお子さんはリハビリテーションなどを受けられないこと
で、変形や拘縮が進行しないか等と考えていました。つまり、療育を受けられないことによる発
達的な不利益として健康面、身体面、行動面などにおける問題の発生を想定したのです。二つ目

横浜市東部地域療育センター
児童発達⽀援センター（通園）の概要（表１）

項⽬ 概要
サービス区分 障害児通所⽀援（児童発達⽀援センター・医療型児童発達⽀援センター）

対象 障害のある3・4・5歳児 95名

通所形態

3・4歳：親⼦通園（週1・週２） 47名
4・5歳：単独通園（週３・週5） 48名 ※今研修の報告対象

サービス提供時間 ⽉〜⾦ 10：00〜14：00
給⾷提供・通園バス（単独通園）

利⽤者概要
（福祉型）知的障害児
（医療型）肢体不⾃由児・医療的ケア児

保育所・幼稚園との併⾏利⽤率 単独通園：4％ 親⼦通園45％

ねらい
①発達⽀援−⼦どもの発達に関する⽀援
②⽣活⽀援−保護者・家族の⽣活に対する⽀援
③地域⽀援−地域⽣活における⽀援と関係機関連携

ܗαϫψΤϩηͶΓΖӪڻͳ療育ࣰࢬয়ڱ（表㸰）

�⽉��ೖ સࠅҲ੬ߏٵ କܩΝ⾏͓ͮͪ͑Ͳ療育Νࡨ対ࢯઝ״
3⽉�0ೖ ࢬໝΝक़ঘ͢ͱଖ園ࣞΝࣰو

ःԺճのࢯ
4⽉7ೖ ݶ態ઑࣆٺە 4⽉�ೖ

4⽉10ೖ
4⽉1�ೖ

園ࣞのࢯ
園ٵ
$：Πンίーφ・ు࿊ཙの࢟
ࢬઅ๎のࣰࢬ：%

5⽉�5ೖ մݶ態ઑࣆٺە
ঈ

5⽉11ೖ ࢟พ療育のݺ：&

�⽉1ೖ
�⽉15ೖ
�⽉�9ೖ

'：ౌࢆ園のࣰࢬ ①ൔ਼・ޗ・給⾷提供͵͢
②ൔ਼・Ҳೖ・給⾷あΕ
③̖ׄड़ੰ・Ҳೖ・給⾷あΕ

�⽉1ೖ (：通療育࠸ ᶈસ਼・Ҳೖ・給⾷あΕ

ڱのয়ࡑݳ
ճɼ療育ϕϫήϧϞ（ϕーϩ・給⾷͵ど）کɼหࣆ⾏・
のݸ
ݸのणけΗのָݡ෨機関の・
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は、家族の視点(家族支援)から考えてみました。障害のあるお子さんと過ごす時間が長くなるこ
とはもちろん、きょうだいのある家庭においては在宅の子どもがさらに増えることで、保護者の
育児負担がかなり増えてしまうのではということを心配しました。三つ目に地域という視点でみ
ていきますと(地域支援)、外出自粛中はこどもの過ごしの場が制限されてしまうほか、病院や買
い物などの行動上の制限や療育センターなどで相談の場が制限されるなどの弊害が考えられまし
た。これらの想定したリスクが重なり合うことで利用者は大変な状況に置かれてしまうのではな
いかと考えたのです。

（２）「見えないものをみる」取り組み
　このような状況に際して、「現在起きている状況を把握する」ために様々な機関に連絡を取る
ようにしました。まずは、幼稚園、保育所、小学校、特別支援学校、そして区役所や地域活動ホー
ムなどにも連絡し、現在どのような状況なのかを確認させていただきました。そして、緊急事態
宣言の３日後の４月10日には、保護者の方に手紙でアンケートを実施し、子どもが過ごせる場の
有無や保護者の相談希望などについて回答してもらったほか、同時に利用者全員に電話をかけて
ご家庭でのお子さんの様子の聞き取りを行いました。つまり、「見えないものをみる」ための取
り組みを行ったのです。

３．情報収集から見えてきたこと ― ニーズ分析

（１）民間事業所の存在

こうした情報収集から見えてきたことは、私たちが想定していたよりも過ごす場所が確保され
ていたということです。幼稚園・学校の休園休校や保育所の登園自粛という状況の中、民間の児
童発達支援事業所は開所しているところが多く、福祉型契約利用者の3割は民間事業所を活用し
ていました。その他に公園などの近隣の資源を活用してすごしていると回答している利用者を含
めると半数近く（無回答を除く）の利用者は日中に過ごす場があったわけですが、逆を言えば半
数以上の方は、過ごす場がないという問題を抱えているということもわかってきました。（表3）

情報の収集から⾒えてきた状況（単独通園48名を抽出）（（表表㸱㸱））報のफॄ͖Δ͓ݡͱͪ͘য়ڱ（単独通園48名Νபड़）（表㸱）

福祉型 医療型 ܯ

あΕ 13 3 1�

͵͢ 13 5 1�

ໃյ 9 5 14
ʰあるʱと
͓ׄͪ 50�0� 37�5� 4����

福祉型 医療型 ܯ

あΕ 11 1 1�

͵͢ �4 1� 3�

利⽤率 ���4� 7�7� �5�0�

福祉型 医療型 ܯ

ච要あΕ
$・%Ճ

15 � 17

4��9� 15�4� 35�4�

̏ɿೖす͟す所 ２ɿଠのۂࣆ所の利⽤ ̑ɿ⽀援のච要（3ஊՃ）

ుとアンケーφ͖ら͓ݡͱͪ͘͞と
ʴෳܗࢳʵ
間ۂࣆ所Ν利⽤するど͢ͱ概ねൔ਼ͺգ͟͢のΝ֮保Ͳ͘ͱいる͗ɼգ͟͢のΝ֮保する͞と͗ࠖೋͲ
あΕ⾏ಊಝഓྂ͗ච要͵児童に対͢ͱͺ⽀援のච要Νͪͣ״ɽ
घ͵利⽤者͵どͺ҈ఈ͢ͱգ͟͢ͱいるケースもଡいɽۦのܻ࢙にรԿɼٱ
ʴҫ療ܗʵ
⽀࿇の利⽤に܉અ利⽤͗͵͚とも家ఋۛྣͲ҈ఈ͢ͱգ͟͢ͱいるケース͗ଡい͗ɼ医療機関ΏϨύビϨࢬ
障͗⽣ͣͱいるɽ
ʴڠ通ʵ
親・͘Β͑ͫいのয়ڱにΓͮͱ親のෝ୴״のࠫ͗あるɽ（親の育児⽀援・͘Β͑ͫいのࡑ率͵ど）
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Web公開にあたって削除させていただきました



（２）支援の必要性の評価と課題設定

こうした調査から、支援の必要性をＡＢＣの３段階で評価を行いました。緊急的な介入が必要
なタイプをＡ。見守りながらも支援の準備が必要なタイプをＢ。見守りのみのタイプをＣとして
評価していく中で、次のようなことがみえてきました。
◎福祉型（児童発達支援）：福祉型のお子さんに関しては、民間事業所を利用するなどして、概

ね半数は過ごしの場を確保していましたが、場の確保が困難で行動特性上配慮が必要な児童に
対しては、支援の必要性を感じました。またASDのお子さんによっては、外に出ることでの
様々な刺激や状況の変化を苦手としている子もいるため、かえって家の中で過ごしている方が
落ち着いているといった例もあり、同じ状況下でも一概に同じ問題が生じるわけではありませ
んでした。そうしたことからも家庭や子どもによって支援の必要性はそれぞれに違いがあるこ
とを実感しました。

◎医療型（医療型児童発達支援）：医療型の多くのお子さんに関しては、感染リスクの心配から、
あえて施設利用をせず、家庭と近隣で安定して過ごせている方が多くいました。ただし、訓練
のキャンセルも続いていたため、在宅期間が長期化することでの弊害について心配しました。
また外出するにしても、自家用車で自由に移動できる家庭ばかりではないため、生活上様々な
制限を強いられているような状況も確認できました。

◎共通：こうした調査から「我が家は大丈夫です」という家庭と、「とても大変です」という家
庭があり、その差が大きいということが分かりました。その主な要因として、父親などの協力
の有無やきょうだいに対しての育児負担が影響しており、家族などの協力が得られている家庭
は比較的安定して過ごせていたのです。一方大変なのは母親一人に負担がのしかかっているよ
うな家庭で、こうした家庭には何かしらの支援を考えていかなくてはなりませんでした。

４．支援の展開

（１）既存資源（民間事業所）への働きかけ

こうした実態からニーズ
を分析して支援を展開して
いこうということになるの
ですが、療育センターの通
園はすでに休園しており、
施設やサービスの利用に制
限が生じている状況です。
つまり「ないものはない」
ので、できないことはお願
いしようと、開所している
民間の事業所に連絡とるこ
とにしたのです。本来通園で利用できるはずであった支給日数を利用者が契約している民間事業
所に振り替えて、そこで通所できる日数を増やしてもらえないかという働きかけを行いました。
地域の既存の資源を生かしながら、過ごしの場を確保するような支援を展開したのです（図１）。

ωーθのੵ͖Δ⽀援のఴ（ᅗ１）

ᶅࢬઅཤ༽・γーϑηཤ༽のݸ
（地域ݱࣁ・ؖؽ）

ᶆฯंޤ・Պఋのਫ਼ͶؖͤΖ
ʰෳࢳదʱ⽀援

（Պଔのਫ਼ܐؖ・ ）

ᶇཤ༽ंݺʓの発達・݊߃ͶؖͤΖ
ʰ療育దʱ⽀援

（ຌਕの発達・݊߃のฯ্）

（〜1�ೖ⽉4）ࢬઅ๎のࣰࢬ
・գ͟͢のの提供
・対機ճ

（〜11ೖ⽉5）ࢬพ療育のࣰݺ
・療育の提供
・૮機ճの提供

関係機関との連ཙ
（区ༀ所・間ۂࣆ所・地域活ಊϙーϞ）
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（２）保護者・家庭の生活に関する「福祉的」支援 ― 施設開放の実施

それでも、全員が民間事業所を利用しているわけではありません。そこで、センター内には休
園中に使用していないスペースがあったので、家族ごとに日時を割り振って施設開放を行うこと
にしました。この時点では、職員の対面サービスは制限されていたため療育の提供はできません
でしたが、安心して過ごすことのできる生活の場を提供するという目的で新たな支援を展開した
のです。

（３）利用者個々の発達・健康に関する「療育的」支援

さらに、緊急事態宣言が延長され在宅期間が長くなると、保護者の方もさすがに何らかのサー
ビスを求めるようになります。そこで、集団療育は無理でも個別に療育を行うことで感染リスク
を最小限に止めるような配慮を行い、次は個別療育を実施したのです。このようにして、（１）
ないものは地域に頼む、（２）ないものは作ってみる、（３）形を変えて提供していく、という３
段階で支援を展開していきました。
　興味深いことに、個別療育を実施すると医療型のお子さんも福祉型のお子さんも倍ほど利用数
が増えました。つまり、療育を求めていた利用者はこのサービスを選び取って利用していたとい
うことになります。このことからも、利用者のニーズの違いに応じて支援を展開することが重要
であることが分かります。私たちはなにかと憶測で物事を考えてしまいがちですが、できる限り
詳細にニーズを調べて、より実態に即した支援を展開していくことに意味があるということをあ
らためて実感させられたのです。

※休園期間中の状況はすべてマイナスに作用していたか

余談になりますが、緊急事態宣言下の生活がすべてマイナスに作用していたか別の角度からも述
べてみたいと思います。

◎家族関係の絆の深まり

通園が休園となっても、意外と安定して過ごせている家庭もあったというのも事実です。家
族が密接に長時間過ごす機会ができたということで、お兄ちゃんやお父さんがいろいろ協力し
てくれて家族の絆が深まった、日々の生活が一定なったことで落ち着いて過ごせるようになっ
たなど、プラス面での話を伺うこともありました（図２）。

ຌ
ਕ

 
༓
ਕ


ଔ

⼦どものͯ࣍ಝ
͘Β͑ͫいの೧ྺΏಝ

家族・親族・༓ਕ͵ど
૮ΏのͲ͘る関係

地域αϝϣωτΡーのಝ 利⽤Ͳ͘る機関・ݱࣁ

• 家族関係のូ͗Ήͮͪ
• ⽣活⾃体ͺ҈ఈ͢ͱいる
• ⼦ども⾃ਐ͗ཚͬいͱգͦ͟る
• ⼦どもと͚ͣͮΕ͓͘るΓ͑に͵ͮͪ

家族・親族のྙڢ
親のਐ体的・ਈ的ෝ୴

要ҾͺՁͫΘ͖͑ʃ

ຌਕ・家族のΦンϏϭϟンφˀऀճ

ͱ͏͖ͪʃ（ਦ̐）͢༼ࡠͺͤ΄ͱϜψηͶڱのয়ؔغ園ٵ

͘Β͑
ͫ͏
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◎社会情勢に対応する力の再構築

こうした違いの背景の要因として、「エンパワメント」という言葉が適切かわかりませんが、
社会情勢の大きな変化に対して、家族のもつ力がそれに対応して再構築しているのではないか
ということです。自身のパーソナリテイを基として周囲に協力を得ていく力や、手助けを受け
られる人が身近にいる環境など、こうした条件がそろったときは、社会情勢が変化しても、上
手にバランスを取りながら生活を再構築していけるということが新たな発見でした。

◎本人、他者との関係性、社会とのバランス

本人と他者との関係性、それと社会との相互作用のバランスが崩れたときに課題が生じるわ
けですが、コロナ禍による生活の変化によって顕著に表れたのではないかと思います。対面や
対話の機会が減少したことよって相談の機会が失われたり、保護者の仕事の状況などによって
子どもにかけられる時間が減少するなど、いろいろな形で影響が出ていると感じています（図

３）。

（４）各機関との協力・連携

話を戻しますが、今回の取り組みは療育センターだけではできなかったということであり、各
関係機関との協力・連携がたいへん重要であったということです。普段から地域の園長先生や校
長先生、民間事業所の管理者、行政機関などと連絡を取り合える関係があったからこそ、このよ
うな非常事においても、情報共有ができ、様々な協力を得ることができました。地域がつながる
ことの大切さを再認識さ
せられた出来事でした
が、図４のように地域の
様々な機関で役割を分担
し、利用者を見守りなが
ら、利用者が地域の中で
安心して生活できるよう
にしていくことが、さら
に重要になっていくと思
います。

҈ఈͪؖ͢ܐ・ྙڢ
ਈద͵҈ఈ

発達・߃݊
ਈద͵҈ఈ

͞Ηらの૮ࡠޕ⽤のバϧンス๊͗Ηͪと͘に՟ୌ͗⽣ͣる͗ɼऀճの不
҈ఈ͵ඉ時にͺ利⽤者ݺʓのয়ڱにԢͣͪ՟ୌ͗ΓΕ֮に͵ΕΏすいɽ

ͨ͞にԢͣͪ⽀援Νौೊに発するච要͗あるのͲͺ͵いͫΘ͖͑ʃ

利⽤者・家族Ν⽀͓る
ౕ・ݱࣁ

ᅗ㸱 գ͟͢の・૮の
ਫ਼の

ۢༀॶ

療育センター

地域ಊϙーϞ

児童発達⽀援ۂࣆॶ
ྭ 地域のϋρφϭーέͶͯ͏ͱ（ᅗ㸲）

利⽤者の⽣活Νगる地域ऀճとͺど͑ある΄͖͘

- 8 -



中尾 健太郎 先生　プロフィール

◆ご勤務先
横浜市東部地域療育センター（通園課　園長）
◆ご経歴
江戸川区役所（福祉部）在職中に障害者の生活介護に携わっ
た後、横浜市にある地域療育センターに勤務。主に就学前の
障害児を対象とした通園療育に携わるが、学齢期においては
教職員を対象に発達障害に関する研修やコンサルテーション
を行い学校支援にも携わってきた。その他、神奈川県社会福
祉士会では実習指導者講習会の講師を務める。

5．まとめ

（１）コロナ禍で行った実践と課題
コロナ禍で行った実践と課題についてまとめると、一つ目は、情報収集とニーズの分析です。

「見えないものをみる」という意識で、「誰が」「どのような」支援を求めているか？その緊急性
と優先順位はなにか？情報収集の手段と方法は？といった観点が求められると感じました。二つ
目は、支援の開発と再構築です。ないものは作る・お願いするという考え方で、今使えるもの
（人・物・場所）の活用を地域全体でとらえること、既存の役割を見直し再構築していくことの
必要性を実感しました。三つ目は、地域（関係機関）連携とコーディネートという視点（あるも
のを結びつける）です。そのためには、各関係機関との連携が大切になってきますが、「地域を
コーディネートする役割を誰が担うのか」ということがこれからの課題になってくるでしょう。

（２）コロナ禍で何が変わったのだろうか
さいごに、コロナ禍で何が変わったのだろうか、という問いに答えてみたいと思います。緊急
事態宣言は解除されたとしても、何かが変わってきたように思います。
　一つ目は、対面や対話の機会が減り、利用者との距離が遠くなったような気がします。そうす
ると相談を自分から持ち掛けることのできる人は助けてもらえますが、躊躇したり自ら情報を得
ることの苦手な人は埋もれてしまう可能性があるのではないかと感じます。二つ目は、ニーズの
変化と多様化です。利用者の生活状況によっては既存のサービスでは利用出来ない方も増えてい
るように感じます。そうした利用者のニーズに応えるためにも多様なサービスというものが今後
必要になるのではないでしょうか。三つ目は、こうした対応が一機関の従来の機能だけではでは
難しくなっているように思います。そこで、地域の機関、資源をつないでいくためのハブのよう
な役割が重要になると思っています。私たちはコロナ禍で「つながる」ということの意味につい
て新たに問われているような気がしています。
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第34回社会福祉実践家のための臨床理論・技術研修会　第１部　話題提供２ ＜要旨＞

コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題
～相談支援現場における現状と課題～

鶴見区基幹相談支援センター

相談員　　　山　木　暢　彦

１．鶴見区基幹相談支援センターの役割

　鶴見区基幹相談支援センター
では、障がいのある方の日常生
活や仕事、福祉サービス等に関
する様々なご相談を受けていま
す。
　横浜市には各区に社会福祉法
人型の地域活動ホームがあり、
それぞれに基幹相談支援セン
ターが設置されています。基幹
相談支援センターは地域の相談
支援の強化、地域移行・地域定着支援、権利擁護・虐待防止などの取り組みも行っております。
　今日は、コロナウイルスの影響が拡大する情勢において、障がいのある方の地域移行や就労とい
う相談に対し、当センターとしてどのように対応したのか、具体的な事例で説明していきます。

２．事例報告① ― 地域移行支援におけるコロナの影響

１．基幹相談⽀援センターの役割

１．総合的・専⾨的な相談⽀援の実施
２．地域の相談⽀援体制の強化の取組
３．地域移⾏・地域定着⽀援の促進の取組
４．権利擁護・虐待防⽌の取組
５．その他地域の状況に応じた独⾃の取組
６．地域⽣活⽀援拠点機能の整備に向けた取組
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３．事例報告② ― 障害者雇用におけるコロナの影響

（１）相談支援内容

二つ目の事例は、障がい者雇用におけるコロナウイルスの影響ということでお話させていただ
きます。Ｂさんは３０代の男性で、Ｂ２（軽度）の療育手帳をおもちの方です。障がい支援区分
は２で、これまでに宿泊型自立訓練施設やグループホームの利用を経て、現在、鶴見区で一人暮
らしをされています。月に1３万から１５万の給料を得て、これに障害基礎年金２級を加えて、
約２０万円前後で月々生活をされています。
　しかし、コロナウイルスの影響を受けて、出勤日数が大幅に減ってしまいました。一時は、給
料が今までと比べて半分以下になることもありました。そこで、生活費等の計画的な使い方、転
職、就労支援センターの再利用等、ご本人と話し合って一人暮らしが継続できるよう支援を進め
ていきました。

（２）相談支援センターでの取り組みと経過

①収入減→毎月収支の見直し
まず、ご本人からも「生活が心配だ」という相談が出ていたので、生活の安定模索というこ

とで家計簿に関する助言等をしていきました。収入減による収支の見直しは、ご本人と共によ
く話し合いました。以前から、貯金はしておかないと何かのときに大変だということは、ご本
人と確認してありました。特に賃貸の場合は、更新費が２年に１回かかってきますので、毎
月、約1万円弱の貯金をするように助言していきました。その為９万円程貯金があり、更に特
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別定額給付金（１０万円）、障害基礎年金を加えて、給料と合わせてなんとか生活できる状況
をつくっていきました。さらに、お米をまとめて買っておくことや、できる限り自炊をするこ
となど、節約と貯蓄の考え方について助言させていただきました。

②勤務先上司との連絡
　二つ目には、ご本人の勤務先の上司と連絡を取らせていただいて、今後の見通しについて確
認しました。Ｂさんのことをたいへん心配してくださり、部署の変更等も検討してくださると
いうことでしたが、緊急事態宣言が続き、もっと情勢が厳しくなるようなことがあれば、雇用
の継続は難しいかもしれないというお話もありました。このことから、企業における部署の変
更と同時に、転職も考えていかなければならないということで、就労支援センターを再度利用

（以前に登録・相談歴あり）して、転職の相談をしていくことをご本人と決めました。

③就労支援センターの再利用
　再度就労支援センターを利用し始めてから、あらためて企業に訪問してもらい、現状の確
認・円滑な部署移動の相談、また転職相談等も現在も引き続き行ってもらっています。

④企業側の配慮と部署変更
　Ｂさんは元々、事務作業を週５日されていましたが、コロナウイルスの影響で週３日の事務
作業勤務に変更になりました。残りの週２日に加えて更に１日追加勤務して、同企業が展開し
ている飲食店の厨房に入るということで、勤務日数や時間を元に戻せること（合計週６日、働
く合計時間は以前と変わらず）となりました。この様な配慮もあって、今はなんとか以前と同
じくらいの収入、大体１３万円くらい毎月得ることができています。年金を足すと、月々総収
入が２０万円くらいで、安定して生活できる状況になっています。

（３）現在の状況とコロナ禍の影響

　現在の状況ですが、今も週
３日の事務仕事と週３日の厨
房の仕事を継続しています。
就労支援センターも継続して
転職相談の対応をしてもらっ
ています。障がい者雇用のみ
ならず、コロナ禍で失業率が
上がり、就職・転職の難しさ
は、社会問題として課題に
なっています。その為、今は
積極的転職というよりは、継続して今の勤務を着実にこなしながら、いい求人案内をご本人も就
労支援センターも見つけ次第、あらためて相談をしていくような状況になっております。

ਠ状ٲ
⋇౧ಌಉにेॊઽো定
ээ２ᆽਚदのਜ
ඐਜਯのੜਸ

ਰधじऎैःのઽোにٱ

⋈ௌ⽀援センターधのঢ়ॎॉ
ээૡਫ਼ୈ
॥টॼምदのૡのखऔٲ
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山木 暢彦 先生　プロフィール

◆ご勤務先

鶴見区基幹相談支援センター（相談員）
◆ご経歴

福祉系大学卒業後、社会福祉法人大樹「つるみ地域活動ホー
ム幹」に入職。生活介護事業等５年間従事。その後、同法人
内で横浜市より委託を受けている「知的障害者自立生活アシ
スタント」を５年間担当。平成２８年より、同法人内「鶴見
区基幹相談支援センター」の相談員として現在まで従事。

４．今現場で感じる課題

　今回、２事例に関してお話をさせていただきましたが、実際の業務の中では、その他にもコロナ
ウイルスによって様々な影響が出てきていることを実感しています。１１月に入りまして、特に下
記の５点の課題が多く相談にも挙がってきているように感じています。
　１点目は、ご本人が濃厚接触者で、陰性判定を受けて元気であるにも関わらず自宅待機を強いら
れるケースです。ある方はいつも通りの通所ができず、３日間ご自宅で荒れ、３日間食事を召し上
がらず、３日間は布団に入って籠ってしまうという状況になってしまいました。
　次に、支援者が濃厚接触等で、ヘルパーや通所先等の利用ができなくなった際の緊急調整です。
　３点目には、陽性になっても入院ができないケースです。当然通常の生活はできず、その後家族
へも感染してしまった……というケースもあります。
　４点目に、心配な症状が出ている方（発熱・咳頻回等）で、通院を拒否される方への対応も課題
になっています。無理矢理に通院させることもできないため、非常に悩ましい問題となっています。
　最後に、マスクのできない方への配慮についてです。障がいをおもちの方々の中には、感覚の過
敏があったり、いつもと異なる状態に違和感を感じたりする為、マスクができない方もいらっしゃ
います。世の中は「感染予防」を強く求めてきます。これらに対し、我々がどういう工夫ができる
か、引き続き考えて検討していきたいと思っています。

４．০ਠৃदじॊୖ
ओমযऋ෯ௐமඡदؚྔਙਖ਼定ৎの⾃୧待機ٲ
援ऋ෯ௐமඡಉदؚঊঝঃー・ৢਚಉの⽀ٲ
利৷ऋदऌなऎなढたの৹整
ਙになढथোऋदऌなःの⽀援഻ٲ
ଦなඪ状ऋলथःॊ্दؚৢ౯ಉऋँॊੱٲ
্のৌ応
ঐ५ॡのदऌなः্षのଦൟٲ
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第34回社会福祉実践家のための臨床理論・技術研修会　第１部　話題提供３ ＜要旨＞

コロナ禍における本人と家族に対する支援の現状と課題
～高齢者の支援現場から見えること～

高輪地区高齢者相談センター

管理者　　築　田　　晴

１．地域包括支援センターについて

　地域包括支援センターでは、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師の３職種でチームを組ん
で、高齢者の総合相談にあたっています。港区には５カ所あり、土日祝日、年末年始も含め３６５
日体制で運営しています。業務内容は、総合相談の仕事をベースとしながら、問い合わせを受け
て、関係機関や制度におつなぎすることで終結するものから、それにつながるまでの間関わりを続
けながら問題解決につなげていくようなケースまで、いろいろなかたちがあります。その中で、権
利擁護や虐待に対応するケース、認知症などにより成年後見制度が必要なケースは、主に社会福祉
士が関わります。また、主任ケアマネジャーが地域のケアマネジャーの個別ケースを後方支援をし
ていくケースもあります。さらに、医療職がバックアップして、介護予防や最後の看取りなど医療
的なニーズが高い方への支援をおこなうこともあります。これらの総合相談と普及啓発のための講
座や事業に取り組みながら、全体の機能を高めていくように努めています。
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２．コロナ禍での支援体制

（１）勤務体制の工夫と情報共有

　次に、コロナ禍での相談支
援体制についてお話いたし
ます。感染者が増え始めた
２、３月頃から消毒などの対
策は行ってきましたが、日々
の相談業務は止めることが
できないということで、いよ
いよ緊急事態宣言が出され
てからは、２チームに職員が
分かれての交代出勤を行い
ました。どちらかのチーム
に陽性者や濃厚接触者が出
ても、全員が出られないとい
うことにならないように、２チーム制の導入にふみきりました。現場は、つねに電話が鳴ってい
るという、本当にてんてこ舞いの状況で、記録をつけることもままならず、テレワークの日に個
人情報を入れない状態で記録をつけて、それを出勤時に貼り付けるという形で毎日をつないでい
きました。その一方で、「コロナは悪いことばかりだったのか」ということに目を向けてみます
と、効率的な働き方とかリモートの推進という点では働き方が変わってきたこと、そして、この
時期を乗り切ったことによって、職員全員で繋いで回していくという意識と結束力が高まったこ
とは良かった点かなと思います。

（２）訪問時の感染対策

　次に訪問時の感染対
策ですが、とりわけ病
院への訪問は極力回避
しました。しかし、ど
うしても行かなければ
ならないときは、わた
したち福祉職も医療職
からガウンテクニック
を学び、防護服を装備
しての対応に備えまし
た。また、高齢者の安
否確認や虐待通報など
の緊急ケース、あるい
は認知症の方でご家族
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の対応がむずかしい時や家族がいない場合などは、よくよく必要性を検討した上でご訪問をしま
した。講座開催は半年間中止しましたが、行政の方から、「感染対策を講じたうえで事業を再開
してください」という指示もあり、体調確認や感染対策備品セットの作成等、講座対策を整備し、
８月頃から開始しています。

３．ケースの支援から見えること

（１）ケース①　介護予防の観点から

　次に、ケースの支援から見えてきたことに
つきまして、まずは介護予防という切り口か
らお話していきたいと思います。包括支援セ
ンターが取り組む４本柱の一つに「介護予防」
がありますが、コロナの影響で、階段を転げ
落ちるように状態が悪くなっていったケース
が本当に多かったです。
　私自身も、訪問しながら「悪循環」というものを目の当たりにしました。というのは、何か社
会参加の機会があるということで心身状態を維持されていた方が、いつも通っていた体操教室や
高齢者センターなどが休館になり、家に閉じこもっているうちに生活のリズムが崩れてくると
いった経過です。これまで、出かけたり参加したりすることでリズムを保ってきた方が、それが
なくなることでリズムが崩れてしまい、次第に夜型になってくるわけです。すると、眠れないと
か昼夜逆転というようなことが起きてきて、睡眠導入剤をもらうようになります。しかし、眠剤
の調整というのはなかなか難しくて、薬が抜けないとか朝起きられないとかで、体調の管理はう
まくいかないことが多いのです。また、不眠というのはホルモンに影響があるようで、帯状疱疹
にかかる人がすごく多かった。そして、こうしたことをきっかけに、一気に体の痛みが出て要介
護状態になってしまうというわけです。ほんの数か月前までは体操教室でお友達と元気に活動さ
れていたのに、数か月後には介護保険を使ってヘルパーに介助してもらう、そういう方が結構い
らっしゃいました。
　このような悪循環をくいとめたい、好循環にもっていきたいことで、こちらにご相談が入って
くるわけなのですが、まずは必要な介護サービスを利用していただいて、帯状疱疹の痛みが治ま
ればリハビリ系のデイサービスの利用で体力や筋力の回復に努めるなど、頑張っている方もい
らっしゃいました。系列の高齢者センターでは、集合型の体操教室は中止せざるを得ない代わり
に、「元気シニア」向けにスマホを使ったZoom講座や健康チェックなどをおこなって、コロナ
禍での介護予防の工夫にも取り組んでいきました。

（２）ケース②　高齢者虐待の観点から

◎Ａさん（身体的虐待）

▪相談内容と支援の経過
　「ケースの支援から見えてきたこと」ということで、次に、高齢者虐待の観点から２つの事
例をみていきたいと思います。ひとつ目は３世代家族のトラブルを抱えた世帯ということで、
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同居の長女さんから両親への暴言や暴力があるというケースです。本人も長女さんもメンタル
的に不安定なところがあって、些細なことで言い争いから取っ組み合いに発展し、お互いに傷
やあざを作るところまでいってしまうという状態です。そしてその都度、ご本人は、「もう家
には帰らない！」「どこかで死にます！」と言って外に出ていってしまうので、包括支援セン
ターのみならず、行政や区議なども巻き込んで保護するのですが、施設やホテルではパニック
になって過ごすことができず、結局また自宅に戻ってきてしまうという状況でした。長女さん
は幼少期から母親の感情に振り回されて育ち、ご本人と長女さんは共依存という関係にあると
いうことも影響しています。
▪コロナの影響と方向性

　ここでコロナ禍との関係について考えてみますと、緊急事態宣言の時期というのは、長女さ
んがテレワーク、孫娘は学校が休校になり、家庭内はたいへん密な状態となりました。そし
て、週末ごとにトラブルが勃発するようになり、家出騒動も繰り返されるようになったという
経過です。また、長女さんは体調不良や居眠りが原因で非正規雇用を解雇されています。その
後、コロナのことが少し落ち着いてきて、また仕事をはじめたり学校が再開されたりするのと
並行して、関係機関同士の連携がとれるようになってきました。長女さん側の支援者として子
育て支援センターが入り、高齢者の方には包括支援センターが入り、両方の支援者が同席する
話し合いの場がもたれる中で、ある一定の関係を保ちながら何とかやっていける状態になりま
した。コロナの時期は本当に影響が大きくて、「家庭内の密」がいかに問題を助長するかとい
うことを実感しました。たしかに、うまくいくときは「家庭の力で支える」ことが可能になり
ますけれど、そこにストレスがかかる方については、そのストレスが増えて、より問題が深刻
化したり長引いたりするということを感じたケースです。

◎Ｂさん（経済的虐待）

▪相談内容と支援の経過
　もうひとつは利用料滞納のケースです。ケアマネジャーの事業所が変更になり、ふたを開け
てみたら、利用者Ｂさんの介護・医療のサービス利用料に滞納があるということが発覚したと
いうものです。地域包括支援センターへ連絡が入り、次男さんが本人の年金を管理していると
の情報から、経済虐待にあたる可能性があるということで、虐待通報受理をおこないました。
多いところでは利用当初から６カ月分の滞納があり、介護事業所の撤退の可能性も高まってい
る状況にありました。
▪コロナの影響と方向性

　次男さんはシェフでお店を持っていましたが、倒産してしまい、その後、脳梗塞で味覚麻痺
となったという経緯があります。その後、物流の仕分けなどのアルバイトをされていますが、
コロナの影響で仕事が激減し、現在は３つの仕事を掛け持ちしながら寝る間も惜しんで働いて
おられる状況です。返済計画を伺うと、思ったように仕事が入らないということで、計画がず
れ込んでいるとおっしゃいます。包括支援センターでは、Ｂさんご本人の意思決定支援をおこ
なって、本人の意向で、年金をおろしたり支払ったりするお手伝いをさせていただく方向で働
きかけています。
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◎虐待対応のケースから分かったこと

　当包括支援センターでは、年間２０件ほどの「養護者からの高齢者虐待」の通報受理をおこ
なっていますが、その特徴を整理しますと、８５%が子ども（義理も含む）にあたる養護者で
した。そして、その子どもの就労状況は無職もしくは非正規の方が多く、経済状況について

「不安定」である方は６２%でした。さらに、そのほぼすべての方が、メンタル的な疾患をか
かえているか、もしくは、何らかのボーダーの方であるということもわかってきました。これ
らのことから、高齢者を支える養護者の中には、もともと社会的な力が不十分なところにコロ
ナの影響が加わることで精神的に不安定になったり、経済がもろかったところにさらに大打撃
を被ったりするということ。つまり、コロナにより、弱いところへ影響が出て、問題はさらに
深刻になり支援は難航するという特徴を捉えることができます。

４．ソーシャルアクション ― 現場で困っていることを挙げて施策につないでいく
　最後に、ソーシャルアクションのとりくみについてお話したいと思います。６月頃、夜間に保健
所・区役所経由で包括へ連絡が入りました。介護者である妻（自立）のコロナ陽性が判明して入院治
療が必要になったが、夫（認知症・コロナ陰性）は一人で置いておけないので対応してほしいとい
う依頼でした。しかし夫は濃厚接触者であり、受け入れてくれるような緊急ショートステイはあり
ません。また、ヘルパーによる新規対応というのも難しい状況でした。保健所もパンク寸前で、家
族の調整まではしてくれません。結局、ご夫婦のかかりつけの病院にコロナ病棟があったため、な
んとか日ごろのお付き合いのルートをたどって、翌朝ご主人の病院への受け入れを取り付けました。
ここで重要なことは、介護者の感染により、取り残される要介護者への支援体制の確保ということ
です。これについては、対応に困ったことを行政に提言して、東京都が始めた事業を使って港区の
方でも「在宅要介護者緊急一時支援事業」が１２月からスタートすることになりました。この制度
は、限度額を超えるヘルパー代と配食利用料を区が負担し、食事と最低限のケアをカバーしながら
在宅で乗り切るというもの。もしくは、介護施設への入院をするということでその費用を区が負担
するというものです。現場で実践しながら、コロナをめぐる情勢が問題をより深刻化させるという
ことを日々感じています。現場で見えていることは支援者にしか把握できないことなので、それを
課題として共有したり行政などに上げていくことが今後さらに重要になってくると感じています。

築田　晴 先生　プロフィール

◆ご勤務先

港区高輪地区高齢者相談センター（管理者）
◆ご経歴

明治学院大学社会学部社会福祉学科卒業。民間企業で企画・
営業職を経て福祉業界へ。介護現場経験の後、在宅介護支援
センターや地域包括支援センターで社会福祉士として総合相
談業務にあたり約２０年となる。港区では高齢者のアウト
リーチ事業のモデル事業も担当。現在は地域包括の管理者。
プライベートでは成年後見人の活動を実施。
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質 疑 応 答 コ ー ナ ー
～講師と参加者とのやり取りから～

　昨今、学校の行事などは縮小傾向である。対話や交流を重ねながら、子どもの情操やコミュ
ニケーション力をつちかっていくことが、今後さらに難しくなるのではないかと危惧してい
る。また、基本的に支援者はマスクをしているので、表情や言葉がこどもに伝わりにくい。職
員の方も、子どもの言葉を聞き取ることが困難になってきている。相互の関係性を高めたりコ
ミュニケーションを深めることがますますしにくくなる状況のなかで、児童の課題に応えてい
くことにつまづきを感じている。こうしたことに対して、どのような工夫ができるだろうか。

　地域のコーディネートを誰が担うのか？ということについて、先生のコメントが聞きたい。
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（中尾健太郎氏）
　まさに、そのような悩みは、われわれも感じているところである。表情が読めなくなる
なかで、療育の保育スタッフ以外に言語のスタッフや摂食のスタッフは最初たいへん苦労
した。活動やコミュニケーションの制限がある中で、いまでも視覚的な支援はしている
が、さらに伝わりやすい工夫をしていかなければならない。
　また、活動の制限、行事の制限は今も続いている。プールも遠足も中止で、保護者の勉
強会も半分の人数でやるようになっている。これまではふれ合うこと、集めることが良し
とされてきたが、これができないというかたちになったとき、方法を変えていくしかな
い。正直な話、シンプルになってしまったという感じがしている。年明けには、保護者の
ニーズを再調査しようということも考えている。こういう状況下にあって、削られたもの
の方が多い中で、保護者の方、利用者の方はいま何を求めておられるのだろうか。これま
では緊急事態の中でのニーズだったが、これからはどういうものを求めているのかという
ことを考えながら、我々はさらに工夫していかなければならないと思う。

（中尾健太郎氏）
　今回、普段からの顔の見える関係というのはやはり大きいと思った。山木さんのところ
には普段からお世話になっているので、そういった関係や事業所・区役所の地区担当ワー
カーさん、それぞれ今通ってらっしゃる「園」であったり、学校であったり、そのような
普段から関係している人たちと今後どういうふうに繋がっていくのかというのがポイント
になる。



＊築田晴氏のお話を聞いてチャットに書かれた感想から…。

＊参加者より「わけがありますくプロジェクト」に関する情報をいただきました。
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　自分の認知症の母が、共同生活の小さなグループホームに入っていますが、面会制限を強
く言われています。家族のこととなると諦めてしまいます。千葉県の郡部の小さな町なの
で、どこに相談すべきか、離れている家族には手が届きません。支援の格差があると実感し
ます。訪問リハビリだけが頼りで、職員は手が回らず、辞めていく人が多くいます。

　重心の方はちょっとマスクをつけただけでもしんどいし、発達障害や自閉症の方は、つけ
たらすぐとってしまわれる方が多い。病院の方では、マスクをしてくださいというアナウン
スをしているが、親御さんの方は、「やれない理由がある」「やりたくてもできない」という
気持ちをもっておられる。「それぞれに事情がある」ということで、院内で相談していたと
ころ、「わけがありますくプロジェクト」という活動のことを知った。名刺大のカードで、
プリントアウトもできる。院内で確認をとって希望者（患者さん）にお配りしたところ、反
響も大きく、4～50人の方が登録されている。周りの人にみられたりすることが気持ちの負
担になるということもあるので、ヘルプカードと同じようにこれも使えたらいいのかなと
思った。病院ではポスターで掲示し、ソーシャルワーカーが希望者に配っている。

　そこでかなめとなるのがソーシャルワーカーの役割であると思う。自立支援協議会など
もあるが、関係機関が集まりながら情報共有していく、そのなかでそれぞれの役割をその
都度確認していくことが必要かと思う。ちなみに、東部地域療育センターの場合は、区役
所のこども家庭支援課のワーカーが中心になる。区の担当者が全体を把握し、そこにいろ
んなところからの情報を集約するというような形で動いている。

https://www.wakegaarimask.com/
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第２部　グループワークのまとめ
　第２部では、５つのグループ＜①障害者福祉関係、②障害者福祉・学校関係、③障害者福祉・医
療関係、④高齢者福祉関係、⑤生活保護行政・困窮者支援関係＞に分かれて、意見交換が行われま
した。コロナ禍における、それぞれの福祉現場のようすや取り組み方法などについて情報共有さ
れ、実践から見出された新たなニーズや、今後ソーシャルワーカーに求められる支援力について議
論がなされました。第１部で話題提供をしていただいた先生方にも討議に加わっていただき、たい
へん活発かつ熱心なグループワークとなりました。
　以下では、各グループのまとめとして発表された内容につきまして、なるべくそのまま、文字に
起こす形で掲載させていただきます。

○グループ１（障害者福祉関係）

　私どものグループは障害関係の方のグループでした。
　取り組みの状況の共有をしましたが、生活介護に関する介護事業所では、どうしても利用者との関係
が近くなりがちなのですけれども、この感染症の中で近い距離で接する支援が正しいのかどうか、という
悩みもあったようです。現在も新しい支援方法についての模索を続けている、というお話がありました。
　また障害児の入所施設のお話でしたけれども、通常であれば平日は特別支援学校に子どもたちが
通って、週末は自宅に帰宅をする、ということを行ってきましたが、コロナ禍での対応で、ふつう
の福祉施設は面会の中止などを行なったところも多かったと思うのですが、ここの施設では子ども
たちの体も大事ですが心の安定を重要視いたしまして、週末の帰宅はこれまでと同様に継続した、
というお話でした。
　また地域の療育相談センターでは、相談に同行するスタッフの人数に制限があったり、時間の短
縮などによって相談の難しさや、また業務上でストレスを感じたりすることもあったようです。また相
談する時間も短くなったりすることによって、相談する親御さんの精神安定にも不安が残る現状だと
いうお話でした。対面してお話しすることによっての心の安定も大事だな、という話になりました。

○グループ２（障害者福祉・学校関係）

　困ったことの共有と、その困ったことに対する前向きな方向としてどういうことが考えられるか
ということ、これら二点を話し合いました。
　私たちのグループにスクールソーシャルワーカーの方がいらっしゃいました。学校の現場で、例
えば発達障害の学生さんがいて、マスクによって表情が読めないなどのことから不安が生じてトラ
ブルに発展したり、カリキュラムが遅れたことによって先生たちがなかなか生徒の支援、予防ケア
に手が回らない状況がある。あとは何か生徒にとっては切実な、彼らの要望していることが見えに
くい、そういう環境の中で不登校に繋がるとか、そういう問題が起きているというお話がありました。
　障害者の現場では、自粛期間に居場所がどうしてもなくなってしまい、特に精神障害の方であれ
ば、環境の変化になかなか対応できない方もいらっしゃって、ちょっと辛さが大きくなってしまっ
て、日常生活が崩れてしまう、というようなことを共有しました。
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　相談者自身が弱っていく、そういった困りごとがあるっていう事をまず共有しました。
　前向きな方向性としては、山木先生もからもご提言いただいたのですけれども、居場所作りということ
が、今回のコロナに関係なく、また子ども・高齢・障害関係なく、もともとそういう場所づくりが必要だろう
と。こういう状況ですので、環境整備として、ライン・ネット環境は必要ですけれども、ピアの活動をシス
テム化していくというところで乗り越えられないかなというところを、参加した一同確認できたところです。
　居場所、絆を絆として築く、築いていくっていうこと、困難な状況ではあるのですけれども、まずはも
うそのソーシャルワーカー自身が、個 と々まず繋がること、まず一人一人にソーシャルワーカー自身が繋
がっていく、ということが一つの突破口になるのではないか、というお話し合いができたと思っています。

○グループ３（障害者福祉・医療関係）

　私たちは5人のグループで、それぞれ講義を聞いての意見と、各施設や現場での現状を述べました。
５人のうち２人は同じ障害者施設・病院です。病院では短期契約・長期契約それぞれ制限をして受
け入れしており、長期契約の病棟では面会を制限してきました。面会制限について、ご家族の心配
はあっても、やむを得ず制限をせざるを得ないところがあります。また外来では、ラインの頻度を
減らして、付き添いの人数を制限したりしています。
　障害者のご家族の現状として、罹ったら心配ですし、命に関わるので、検査の負担はありますけ
れど、検査したり現状を受け入れている、というような意見がありました。また地方の老健の方
は、コロナのレベルや家族構成が違うので、３番目の先生（筆記者注：築田先生）の話を聞いて、
そうなったら大変だ、という意見がありました。
　続いて大学に縁のある先生で、学校・施設の機能がストップしてほとんど実習が出来なかったと
いうことと、大学ではオンライン授業になって、夏期講習で細く行ったりしながら対応したという
ことでした。また、学生の周囲では、感染者やクラスターの危機が懸念・心配されていることも
あって、学生は地方で過ごしたりする人もいて、授業料に不満を持っている、そういった反応も
あったという意見がありました。
　最後にグループワーカーさんで、児童虐待の悲惨な状況を問題としてあげられました。そこのグ
ループワーカーさんは、電話相談をされていて、叫びに近いような虐待の相談があり、ステイホー
ムで家族が家にいることで虐待が悪化してしまったといった相談が多々あった、ということでした。

○グループ４（高齢者福祉関係）

　私たちのグループは、高齢関係の方が集まったグループでした。地域包括の職員さんが２名と、そ
れに準ずる相談員さんが１名と、特養の相談員さんが１名と、居宅のケアマネジャーさんがおりました。
　そこで話し合った現状なのですけども、特養の相談員さんからのお話では、今のところ面会制限
はないのですが、部屋には行くのは禁止で飲食も禁止、ただターミナルの方は面会オッケーという
ことになったのですけども、病院さんの受け入れがなかなか困難なので、状態が悪化した時に対応
が難しかったりする、という課題があったということです。
　居宅のケアマネジャーさんからですけども、訪問は普段通り、徹底的な感染対策をしながら行っ
ているそうです。事例として、癌の末期の方でご家族に介護力がないケースなのですが、緩和ケア
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を希望されて入られるのですけど、入ったらもう誰とも面会できなくなってしまうので、最終的に
は家に戻ってしまう、というお話がありました。
　ケアマネさんからちょっと困った事としてあったのが、おひとりの方にモニタリングで訪問した
時に、距離を、ソーシャルディスタンスをとろうと思うのですけれども、おひとりでずっといらっ
しゃるので、寂しいからと言ってむこうの方から接触されてくることがあるそうで、バランスと
いうか、たしかに寂しいので接触してあげたいな、でも難しいな、というところのもどかしさに
ちょっと困ったと感じるところがあったそうです。
　良いこととしては、Zoomなどのオンラインツールを使って、息子さんなりとオンライン飲み会
みたいなことをされている方も出てきた、別の繋がりもあった、ということです。
　また相談員の方から、地域包括の窓口の方ですけど、けっこう身近な相談、介護のこととか福祉
のこと以外でも、例えばいつも行っていた美容室や床屋さんが閉まってしまったので、どこか開い
ている美容室はないかとか、日常の生活に直結した相談が増えたというお話もありました。
　コロナで憂鬱になったりとか、精神的に不安定になられた方が多くなって、90代とか80代ではな
くて、70代とか60代の方で深夜に電話してくるとか、不安な方が増えたというお話もありました。
普段からの社会のつながりが大事かな、というような結論になりました。
　グループではもう一つ、支援者側のストレスをどう解消してるんだ、という話題になりました。
僕はプライベートではサブスクで映画見てたりとかしていますが、職場内で特に多かったのが、職
員同士で、怖いことは「怖いね」と共有したり、苦しいという時は「苦しい」って発言して、お互
い共有しようじゃないかということ、あと感情を共有してコミュニケーションを増やして、ストレ
スを発散・軽減してるっていう方もいらっしゃいました。
　私自身も、これも良いことではないかもしれないですけど、今まであまりコミュニケーションが
とれていなかった方とも、コロナという共通の話題ができたことで、コロナについて一日なにかし
ら話しをするじゃないですか、コロナの話しをして、実はあの案件がね、みたいにコミュニケー
ションが取りやすくなったっていうのはありました。
　特養の相談員さんからは、利用者さんが喜んでいるところを見ると、職員さんのストレスも軽減される、
利用者さんを喜ばせることによって結果的に職員のストレスも減る、楽しくなる、というお話がありました。
　いまコロナ離職もありますが、例えば飲食店を離職した方が介護に転職されて、人が増えるのは
良いことなのだけど、一から仕事を教えたり相談に乗ったりして新人さんを支援していくのもなか
なか大変だ、というお話もありました。
　支援者側の方のストレスも改善していきながら、守る側も精神的に健康だと、利用者さんの笑顔
の向上にも繋がるかな、という話し合いが行われました、

○グループ５（生活保護行政・困窮者支援関係）

　私たちのグループは、生活困窮者自立支援事業に携わっていらっしゃる方、あるいは生活保護の
面接相談、あるいは同じ生活保護の査察指導員をされている職員、あるいは社協の方で権利擁護と
か虐待も含めて、そういった社協の事業に携わっていらっしゃる方と意見交換をいたしました。
　現在のコロナ禍でのそれぞれの相談の活動の現状と、またそこから見えてくる課題を話し合いまし
た。かならずしもコロナに直結するというものでなくても、以前からコロナとは関係なく課題だったこと、あ
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るいはコロナが影響しているかもしれないというような最近の動向についてお話をさせていただきました。
　まずは社協で相談活動にあたられている方、これは貸付金関係ですとかあるいは判断能力が不
十分な方に対する権利擁護・成年後見などの相談、あるいは虐待、これも家族内のストレスが一つ
の原因と考えられて、生活保護の方でもコロナの影響を受けてあるのかなと思いました。あるいは
社協の立場としては、市役所との連携ですとか、そういうことも課題であるというお話を伺いました。
　また発達障害や知的障害のある方のご相談が増えていて、金銭管理が難しくなったとか、そう
いった課題を持つ人からの相談が増えているということです。また生活保護の相談面接の担当さ
れている方からは、発達障害のある方なども含めて、若い方からの相談が増えているのではない
かと。これは私が、別の地域ですけど生活保護の査察指導員として見ている限りでも、確かに若い
方、特に女性、まだ25歳前後の方の相談が立て続けに来たりとか、コロナで非正規雇用の職につい
てらっしゃって収入が一気に減少した、なくなってしまった方とか、そういう背景があるのではな
いかというふうに感じました。
　同時に高齢者の方、80歳過ぎてから単身でお金がなくなって、というような方からの相談も目に
付くということです。また最近では、70歳を過ぎて、時によるとも80歳近くになってもお仕事をさ
れている、非正規の不安定な雇用で、例えばマンションの清掃ですとか、お仕事されている方も、
実際、以前に比べれば多くなっている状況があります。高齢者層の方にも、コロナによる仕事の減
少で、年金収入と足してこれまではなんとか生活できたけど、ちょっと立ち行かなくなったという
理由・背景が、もしかしたらあるのかもしれないというふうにお話を聞いて感じました。
　特に生活保護の申請は、他の給付金の事業とか福祉サービスの申請に比べて非常にハードルが高
いのが現状かと思うのですが、例えば住宅確保給付金の申請が激増しているという現状も私の方か
らお話ししましたけども、そういった方々で経済的に立ち直れなくなってしまったりすると、生活
保護の申請もさらに増えてくるんじゃないかというような感触を持っております。
　コロナ禍をきっかけに地域性というものも見えてきたのではないか、というようなご指摘もござ
いました。地域性の違いというのは非常に大事な視点ではないか、都市と地方とでは同じコロナ禍
でも現れ方が違うのではないかというようなご意見をいただきました。
　社協と生活困窮者自立支援事業との関係ですとか、あるいは市役所・区役所との連携、あるいは
生活保護の部分が行う就労支援と生活困窮者実践事業の枠で行っている就労支援をどう一体的に運
用できるのか、というようなお話がありました。
　インフォーマルとフォーマルな社会資源でつながり、連携・ネットワークの中心とならなければ
ならない、というお話が社協の方からありまして、まだ実際にコーディネーターと相談しつつ、必
要な部分をつないでいく、そういったケア会議などの取り組みも行ってらっしゃるということでした。
生活保護を担当している者として、被保護者の利用者の方と濃密な関係がある割には、生活保護の
事業には孤立的・閉鎖的な感じがあるのではないか、という指摘を私の方からさせていただきまし
た。個別支援の面では、役所の中のいろいろな部門や生活困窮者自立支援事業の部門とかと連携は
あるのですけども、背景には、他機関からオールマイティ的な期待をされているような部分もあっ
て、ひどいケースだと丸投げしてくる、「すべてやれ」みたいな感のこともありまして。これは話
し合いの中で発言しなかったんですけども、どうしても閉鎖的になってしまう。これからいかに生
活保護部門自体が開放的に、他機関・他職種との関係を保ちつつ一緒にやっていけるのか、これも
今後の課題であるな、というお話をさせていただきました。 



　この度はお声をかけていただきありがとうご
ざいました。私からは話題提供をさせていただ
きましたが、むしろ皆様から多くのことを学ば
せていただき大変貴重な機会を得ることができ
たと感じております。この新型コロナウイルス
による影響は、社会福祉に携わる私たちの仕事
を直撃していることを皆様のお話からリアルに
感じることができ、「自分だけではない」「みん
ながんばっている」といったように、私自身が
元気づけられるような研修会でした。また、そ
れぞれの現場では私の想像も及ばないような現
実があることを知り、新たな問題意識を持つこ

ともできました。身近な関係者の方々とお話をしていますと、このコロナ禍においては本当に大
変な思いをされていますし、次々と変化していく状況に翻弄されています。こうした社会の混乱
は、アフターコロナの時代になっても影響が残り続けるでしょうし、時代の流れそのものが大きく
変わってきているようにも感じています。「想像力」「行動力」そして「つながる力」というものが
私たちに試されているこんな時こそ皆さんと力を合わせて、この混乱の時代を共に乗り越えていけ
ればと思っております。また、逆にこんな時代だからこそ新たなものが生み出せるチャンスなので
はないかという期待も持っております。Zoomで研修を行うなんて、令和が始まった時に誰が想像
したでしょうか。「私たちはどんな状況でも乗り越えられるだけの英知があり仲間がいる。」そんな
前向きな気持ちにさせていただきました。この研修会を企画していただいた付属研究所の皆様はじ
め、参加者の皆様方ありがとうございました。

　まずこのような研修会を継続的に開催し、学
ぶ姿勢をもち続けてご参加される方々の意識の
高さ、また鶴見区基幹相談支援センターとして
明治学院大学の実習生を受け入れさせてもらっ
たり、業務でも卒業生の方々と連携したりする
こともありますが、その方々の力強さ、あらた
めて明治学院大学のパワーを感じました。
　テーマとしては「コロナ禍における本人と家
族に対する支援の現状と課題」ということで、
開催の仕方からＺＯＯＭによるオンライン研修
になり、コロナの影響を受けている状況でし
た。その中での講演・グループワークを通し

て、福祉の現場や学びの場でも、様々な面において対応の柔軟さが求められていることをあらため
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講師の先生方からのコメント

横浜市東部地域療育センター

通園課　園長　中尾　健太郎

講師の先生方からのコメント

鶴見区基幹相談支援センター

相談員　　　　　山木　暢彦



　皆様とのやりとりを通じ、コロナ禍で支援の
困難性が増すことが多い中、この状況におかれ
たからこそ家族の力があらためて引き出された
り、厳しいチーム交代出勤を通じて働く仲間の
チームワーク力が高まったり、と悪いことばか
りではないことに気づかされました。
　阪神淡路や東日本大震災の時もそうだったよ
うに、未曾有の事態や逆境におかれて、辛いけ
れどもその中で踏ん張る地域力や、自分にでき
ることを……と参加する人が増えたりと、福祉
力が高まることもあると感じます。
　私個人としては、参加者の方の「絆を絆とし

て気づいていく」という言葉がとても心に残りました。
　私たちの包括でも6月に介護者のコロナ感染により取り残される要介護者の緊急対応に奔走しま
したが、そういった現状を行政等に挙げていくことで、12月より始まる緊急対策の実施に繋がって
いきます。
　またコロナの情報は個人情報への配慮も重要なため、発生状況等の情報共有が大事である反面、
情報発信が思うようにできない、というもどかしさもあり、港区のケアマネジャーの皆さんが自分
たちでLINEによる情報発信ツールを作り出されたことは、素晴らしいソーシャルアクションだと
思います。
　個人や家族の持っている力を引き出したり、地域や支援者の力に目を向ける、まさにエンパワメ
ントの視点やアクションが、私たちソーシャルワーカーの専門性なのだとあらためて確認すること
ができた、大変貴重な３時間でした。
　報告書もまとめられるとのことですが、こういった、分野の中で、または分野を超えて支援者が
情報共有や意見交換し、研究者や行政へ挙げていくことは非常に大切だと思います。

て感じました。
　一方で、変わらない、大切にしなくてはならないこともあるのだなということも再確認できまし
た。「絆」「つながりをもつ」等のワードが出てきました。このご時世、人と人のつながりは、様々
な手段で幅広い選択肢をもつ必要性が当然あります。様々な状態像の方々にも柔軟に考えていくべ
きです。ただ、やはり実際に会ってお話をしたり、雰囲気を感じたり、何ていうんでしょう…人と
人とのやり取りの中での温かみ、時に厳しい波風が立つこともありますが、それも含めて、人と人
との熱のある「絆」「つながりをもつ」ことはできる限り変わらず大切にしたいですよね。そんな
ことを大切に考えることができる、この福祉の仕事はあらためて魅力的な現場だなと感じました。
　いつかコロナの影響も落ち着いて、直接会ってお話をできることを楽しみにしております。研修
に参加させていただき、大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
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講師の先生方からのコメント

高輪地区高齢者相談センター

管理者　　　　　　築田　晴



◆社会学部付属研究所所員　相談・研究部門　平澤恵美准教授コメント

　2019年12月、世界最初の新型コロナウィルスの症例が発表されてから1年が過ぎよ
うとしています。思いもよらぬ出来事に翻弄され、私たちの日常生活も大きく変わ
り、今回の研修会も初のオンラインでの開催となりました。３名の講師の先生方に
は、通常とは異なるオンラインでの開催にご協力頂き、心より感謝いたします。
　今回の研修会では、テーマを決定する際に、「コロナ禍における本人と家族に対す
る支援の現状と課題」の副題として、「いま、ソーシャルワーカーに求められる支援
力」を付け加えました。この言葉の通り、それぞれの講師の先生方からは、コロナ禍
の課題や支援状況に関することだけでなく、状況に応じて柔軟性を持ち、利用者の
ニーズを常に意識しながら、諦めない支援を継続することの重要性を学ばせて頂きま
した。
　コロナ禍のなかでも支援を継続することが求められる福祉現場では、日常的な業務
では直面することのない課題と向き合うこととなり、それぞれの分野における新たな
チャレンジが求められます。「ないものは作ればいい」「ソーシャルアクションを起こ
せばいい」といった先生方からのメッセージは、ソーシャルワークの基本的な価値の
重要性を改めて私たちに気づかせてくれたように思います。
　また、オンラインならではの利点として、遠方から研修会に参加をしていただくこ
ともできました。参加者の皆さんとのグループワークを通して、現場の現状を共有
し、新たな繋がりを構築することもできました。来年はできれば対面で皆さんとお会
いできることを願っています。ぜひ、また研修会にご参加下さい。
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写真下に掲示しておりますURL、もしく
はQRコードから読んでいただくことが 
できます。ぜひ、ご覧くださいませ。

＊明治学院大学社会学部 出版物のご案内＊

http://soc.meijigakuin.ac.jp/fuzoku/
annual-report/

〔研究所年報〕

http://soc.meijigakuin.ac.jp/
gakunai_gakkai/socially/
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〈巻頭言〉
コロナ禍は、将来どのように語られるのか 大瀧　敦子

〈講演会〉
New normal時代の仕事を考える
　～これからの「社会」、これからの「働く」ということ～　 柏村　美生

〈卒業生インタビュー〉
ITを活用して問題解決へ
　─ICT（情報通信技術）アウトソーシング事業に従事する宇佐美果乃さんに
　　お話を伺う─
自分なりにコツコツと頑張り、ベストを尽くす
　─東京オリンピック・パラリンピックに携わる小日向藍菜さんにお話を伺う─
言葉を人に届けるお仕事
　─テレビ局員・アナウンサーとしてお仕事される重信友里さんにお話を伺う─
自分たちを通して社会全体を良くしていく
　─障害を持つ当事者として勤務される白井誠一朗さんにお話を伺う─

東野　好花／石川　真衣

石岡里佳子／伊藤　小春

伊藤　小春／石岡里佳子

木島　夏海／石岡里佳子

〈特集　コロナ禍における変化〉
石原　英樹
金子　充
石岡里佳子／石川　真衣／伊藤　小春／
木島　夏海／池田　希帆／高橋　美衣／
東野　好花
金　圓景
澤野　雅樹
井村　知貴／栗原　瑞生／生澤　美結／
明角　優花／伊藤　小春／高橋　美衣
元森絵里子
石川さやね／鈴木　菜々／鈴木穂乃花／
山田　梨穂／石岡里佳子／東野　好花／
澤野　雅樹
下田　尚子
沼田　元明

岩永　真治

〈エッセイ〉
明治学院大学社会学部機関誌の歩み 丸山　義王

Sociology 
and

Social Work

コロナ禍における「監禁状態」を考える
コロナを経て「祭り」をとりもどすのか
プレ座談会

認知症家族介護者が抱える課題とポストコロナ時代への展望
ささやかな「奇跡の年」のために
第1回座談会
学校とは何するところであったか
　─コロナ禍における教育社会学オンデマンド講義から─
第2回座談会

コロナ禍における医療ソーシャルワーカーの相談援助の変化
働きかた、働く場所の変容を考察する
「フィルターX」とは何か
　─身体性向としての社会的距離に関する一考察─

2019年度 社会学研究科 修士論文・博士論文 タイトル一覧

2020年度 社会学部 卒業論文 タイトル一覧

〔Socially〕



WEB上の研修案内　12％

どちらともいえない　６％

満足　53％

３回以上　18％

２回　17％

はじめて　65％

大変満足
41％

社付研からのメール　18％

郵送　41％

チラシ　18％

その他　６％

NA　６％
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3．参加者の基本属性



凣ᖺᮍ満
1䢰4％

᫂
1䢰4％

凣ᖺ以上３ᖺᮍ満
2䢰8％

Ꮚども　4䢰15％

㞀ᐖඣ　2䢰7％

㞀ᐖ　2䢰7％

⢭⚄㞀ᐖ　1䢰4％

㧗㱋⪅　5䢰18％⏕ಖᅔ❓　3䢰11％

་⒪　5䢰1䢻％

その他　1䢰4％

ᆅᇦ
4䢰15％

３ᖺ以上凧ᖺᮍ満
2䢰8％

凧ᖺ以上1䢲ᖺᮍ満
4䢰15％

1䢲ᖺ以上15ᖺᮍ満
5䢰1䢻％

15ᖺ以上3䢲ᖺᮍ満
4䢰15％

2䢲ᖺ以上25ᖺᮍ満
3䢰11％

15ᖺ以上2䢲ᖺᮍ満
2䢰8％

3䢲ᖺ以上
2䢰8％
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第34回開催案内書 P1
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コロナ禍における

本人と家族に対する支援の現状と課題

～いま、ソーシャルワーカーに求められる支援力～

●２０２０年１月１６日に国内での新型コロナウイルス感染者が確認されて以降、
その影響は徐々に拡大し、3月には学校や公共施設の利用が制限・停止されること
となりました。そして福祉関係においてもその影響は免れず、感染防止を目的と
してデイサービス等の通所事業が停止されたほか、施設サービスにおいても外部
利用者の受け入れの中止、面会制限、イベント等の活動縮小、利用者に在宅での
活動を依頼する等の事態に及びました。新型コロナウイルスによる感染は、9月現
在においてもその収束を見通すことができず、今後も拡大がつづく様相を呈して
います。

●こうした状況下において、対人支援の現場では、医療崩壊・介護崩壊の瀬戸際
という報道がされるなか、ソーシャルワーカーが対応すべき生活課題は顕在化し
ているといわれてぃます。そこで、2020年度「第34回社会福祉実践家のための臨
床理論・技術研修会」では、コロナ禍における福祉現場の対応について取り上げ、
その実態を共有するとともに、今後の支援課題を明らかにすることを目的とした
いと考えます。これまでに経験したことのない「ウイルス感染」という社会状況
において、福祉の現場ではいかなる対応がしいられ、どのような新たなニーズが
確認されたのでしょうか。とりわけ、施設機能が滞る中で利用者とその家族には
どのような影響があったのでしょうか。これらのことに焦点をあてながら、いま、
ソーシャルワーカーに求められる支援力について検討していく場としていきたい
と考えます。

●開催方法に関してですが、２０２０年度研修会は、ZOOMを使ったオンラインに
よる参加となります。秋学期以降も、大学構内への立ち入りが制限されています
ので、ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。（申し込み方法
に関しては４頁をご参照ください）

●具体的な企画内容は－－－－、
➨１㒊࡛３、ࡣ人の講師をお迎えし、コロナ禍における本人と家族に対する支

援の現状と課題について、それぞれ話題提供をしていただきます。参加者の双方
向な意見交換を目的として、ZOOMチャット機能を駆使しながらおこないたいと思
います。

➨㸰㒊࡛ࠊࡣグループワークをおこないます。ブレイクアウトルームでのセッ
ションとなります。第１部での講師の先生方のお話をうけて、参加者のそれぞれ
の福祉現場での取り組みについて出し合っていただき、共有していきたいと思い
ます。意見集約ののち、本研修の主題である「いま、ソーシャルワーカーに求め

られる支援力」とは何かについてまとめていきたいと思います。

第34回開催案内書 P2



- 33 -

第34回開催案内書 P3
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第34回開催案内書 P4
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